
【協議案第 ２１ 号 追加資料】

補助金、交付金等の決定に係る基本方針

、 、 、新市の補助金 交付金等の決定に当たっては 下記の事項に十分留意して

１市２町間で協議して決定するものとする。

記

１ 新市の均衡ある発展と速やかな一体性の確立、住民の福祉の向上に資す

るよう十分配慮して、決定すること。

２ 公共的団体への交付については、団体統合の推進状況や統合後の運営・

活動のあり方等を十分勘案して、決定すること。

３ 既設補助金等の存続に当たっては、交付先と事前に協議・検討し、補助

金調書を作成するなど、補助金等の必要性と有効性を確実に検証して、決

定すること。

４ 長年の慣習にとらわれることなく、所期の目的を達したと認められるも

の、又は、補助金等を交付しても目的を達し得ないと判断されるなど交付

の有効性に疑問があると認められるものについては、廃止すること。

５ 補助金等は、一定の交付期間後、終期を設定するサンセット方式とし、

聖域を設けることなく、官民の役割分担のあり方等を含め、その必要性を

確認し、見直しを図っていくこと。

６ 各種団体の運営費補助金については、団体の自主性・自立性の向上や運

営の効率化、自主財源化を要請していくこと。
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